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新型コロナウイルス定期予防接種の
　　　費用助成について

○対象者・接種費用
　町内に住所がある方で、接種日において
　①65歳以上の方
　②�60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能�
またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方

　　（身体障害者手帳１級相当）
○主な接種医療機関および接種期間
　接種を希望される方は、接種前に電話予約を行い医療機関の指示に従って接種してください。

　町では、新型コロナウイルスの予防接種を希望する高齢者に対して、新型コロナ
ウイルスのまん延防止や重症化予防のため、予防接種の費用を助成します。

13,300円助成します。
自己負担分を医療機関で�
お支払いください。

○上記以外の医療機関での接種
　上記医療機関で接種ができない方は、接種費用を全額支払っていただく必要がありますが、接種
後に申請をすることで接種費用の払い戻し（上限額：13,300円）を受けることができます。
　なお、申請場所は健康づくりセンターまたは湯ノ岱・石崎出張所となります。
　申請時の持ち物

～生活保護を受けている方の場合～
　�　接種後に健康づくりセンターまたは湯ノ岱・石崎出張所で申請すると、医療機関に支払った金
額分の払い戻しを受けることができます。申請時は上の表「接種後」に記載の持ち物を持参して
ください。（上記の医療機関で受診した場合、予診票は不要です。）
～対象者以外の方で予防接種を希望される方～
　�　任意接種となるため、各医療機関にお問い合わせのうえ接種してください。接種費用について
は全額自己負担となります。
　　生後６ヶ月から18歳の方で接種を希望される方は下記までご相談ください。

接種後

・印鑑
・身体障害者手帳　※対象者②に該当する方
・本人名義の銀行口座番号が確認できるもの（通帳、キャッシュカードなど）
・接種した医療機関から配布された予診票
・接種費用が明記された書類（領収書、明細書など）

接種場所 ジョイ・じょぐら 上ノ国診療所 石崎診療所 道南勤医協江差診療所 北海道立江差病院

予約期間 　12月  2日㈪
～12月20日㈮

　２月  3日㈪
～３月27日㈭

　１月  6日㈪
～３月20日㈭ 11月18日㈪～ 　11月11日㈪

～12月23日㈪

予約時間 8：30～17：15
（土・日・祝日を除く）

13：30～15：00
（水・土・日・祝日を除く）

9：00～16：00
（土・日・祝日を除く）

14：00～16：00
（土・日・祝日を除く）

13：00～15：00
（土・日・祝日を除く）

接種期間
1月20日㈪・21日㈫
　� 22日㈬・25日㈯
①13：00～14：00
②14：00～15：00

　２月� 3日㈪
～３月31日㈪

　１月14日㈫
～３月31日㈪

12月20日㈮
15：00～16：00

　12月� 2日㈪
～12月25日㈬

申し込み
0139-55-4460
　または
　二次元
　コード

0139-55-2017 0139-59-2341 0139-52-5575（予約専用電話） 0139-52-0036

ワクチン ファイザー ファイザー ファイザー ファイザー ファイザー
自己負担 2,000円 2,000円 2,000円 1,700円 2,045円

問い合わせ先　保健福祉課　健康支援グループ
☎０１３９－５５－４４６０


